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メータ設置時における留意点について（通知） 

 

 日ごろは、水道事業にご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 メータ検満時に不具合が発生したメータについて、メーカーに調査を依頼したところ、メータ

設置時又は取り外し時に誤った取扱いがあった可能性が高いことが判明しました。つきましては、

次のことに留意していただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 発生した事例 

  ハンドルの不良があり、分解確認したところ、ハンドル内部のスライダーに損傷が見られた。 

（写真参照） 

２ 原因 

  メータ設置時又はメータ取外し時にスライダーを外してしまい、回り止めと切り欠き位置が

合わない状態で強引に再組立されたと推測される。 

３ 留意点 

 ・メータ取付け前には、配管内の異物や残留物を十分に取り除く。 

・スライダー交換の目的以外でスライダーを外さない。 

 ・不必要な分解を行わない。 

        

 

 

                                    （次ページへ続く） 

ハンドル 
（スライダー機構部） ボール押さえ ハンドル内部 

分解確認の状況 分解確認の状況 



       

 

 

 

        

 

 

 

                           お問い合わせ先 

給水課  

電話 0561-38-0035 

ハンドル内部 

圧痕 

圧痕 回り止めの圧痕/割れ 
※干渉により、取外し不可 

ハンドル内部（スライダー外観） 

スライダーの切り欠き部 

切り欠き部（2 箇所） 
著しい損傷なし 


